
 

 

2024 年 4 月 1 日 

長田広告株式会社 

 

 

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 

 

 

当社は、社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境を作

ることによって、すべての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のよう

に行動計画を策定しました。 

 

 

１．計画期間 

2024 年４月１日から 2029 年３月 31 日までの 5 年間 

 

 

２．内容 

 

 

 

   <取組内容＞ 

短時間勤務制度を小学校３年生までの子を持つ親に対象範囲を拡大できるよう制度

を改正し、全従業員へ周知する。 

 

 

 

 

 

 

＜取組内容＞ 

短時間勤務制度の所定労働時間６時間の他に、７時間を設け、子の年齢に応じた柔

軟な働き方の実現を支援する。 

 

 

【目標１】短時間勤務制度の対象社員を小学校入学前までの子を持つ社員から、 

小学校３年生までの子を持つ社員へ範囲を拡大する。 

 

【目標２】短時間勤務制度の所定労働時間を６時間の他に、７時間を創設し、 

社員の家庭の事情に合わせて所定労働時間を選択できるよう、選択制度

を導入する。 

 


